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工事現場等における遠隔確認に関する実施要領（農業農村整備事業） 

1 総則 

1-1 目的 

本試行要領は、県営農業農村整備事業の工事現場等における監督職員等の段階確認、

材料確認、立会等（以下「立会等」という。）について、受注者が動画撮影用カメラ（ウ

ェアラブルカメラ※等）で撮影した映像と音声を Web 会議システムにより監督職員等

に配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニターで工事現場等の確認

を行うもの（以下「遠隔確認」という。）であり、この情報通信技術を活用して、受発注

者の業務効率化を図ることにより、働き方改革の促進と生産性向上を実現することを目

的とするものである。 

※ウェアラブルカメラとは、ヘルメットや体に装着や着用可能（ウェアラブル：

wearable）なデジタルカメラの総称であり、使用製品を限定するものではない。一

般的なスマートフォンやタブレット等のモバイル端末を使用することも可能である。 

1-2 対象工事 

原則、全ての工事を対象とする。 

ただし、通信環境が整わない現場や工種によって不十分、非効率になることが明確な

場合は、この限りではない。 

1-3 適用 

本実施要領は、「一般土木工事等共通仕様書（滋賀県）」および「施設機械工事等共通

仕様書（農林水産省）」で定義する立会等の遠隔確認に適用し、監督職員等が確認するの

に十分な情報を得ることができる場合に通常の立会等に代えることができる。 

なお、動画撮影用カメラの活用は、立会等だけではなく設計図書と施工現場条件の不

一致の確認、工事事故時の早期報告及び受注者の創意工夫等の報告など受発注者双方が

積極的にその機能を活用する行為を妨げるものではない。 

２ 機器構成と仕様 

遠隔確認に使用する動画撮影用カメラは受注者が準備するものとし、Web 会議システ

ムは発注者が推奨するシステム（以下「推奨システム」という。）を使用する。なお、受

注者は動画撮影用カメラに推奨システムをインストールし運用するものとする。 

ただし、動画撮影用カメラを発注者側で準備している場合や推奨システムが現場確認

に適さない場合は、受発注者間の協議により使用する機器を定めるものとする。 

なお、機器の仕様における参考数値は表-1，2 のとおりとする。 

表-1 撮影（映像・音声）用機器の仕様における参考数値 

項目 仕様 備考 

映像 

解像度：640×480 以上、カラー表示であ

ること 

通信環境および目的物の判別が可能であ

ることを勘案して、受発注者協議の上、

解像度を 320×240 まで落とすことが

できる 
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フレームレート：15fps 以上 通信環境および目的物の判別が可能であ

ることを勘案して、受発注者協議のうえ、

フレームレートを 5fps まで落とすこと

ができる 

音声 
マイク：モノラル（１チャンネル）以上  

スピーカ：モノラル（1チャンネル）以上  

表-2 配信用機器の仕様における参考数値 

項目 仕様 備考 

映像・音声 転送レート（VBR）：平均 1Mbs 以上  

また、映像と音声は別々の機器を使用することができ、夜間施工等における赤外線カ

メラや水中における防水カメラ等の使用を妨げるものではない。 

3 遠隔確認の実施 

3-1 施工計画書の提出 

遠隔確認の実施に当たっては、受注者は次の事項を施工計画書に記載して監督職員の

確認を受けなければならない。 

（1）適用種別 

本実施要領を適用する立会等の項目（「段階確認」、「材料確認」、「立会」）を記載する。 

（2）機器仕様 

本実施要領に基づき使用する動画撮影用カメラの機器と仕様を記載する。 

（3）実施時期・場所等 

本実施要領を適用する立会等の実施時期・場所等を記載する。 

3-2 事前準備 

受注者は遠隔確認に先立ち、監督職員に工種、確認内容、確認希望日時等を記入した

立会願を提出しなければならない。 

なお、立会等の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、監督職員がやむを得な

い理由があると認めた場合はこの限りではない。 

3-3 遠隔確認の実施 

（1）資機材の確認 

受注者は、事前に監督職員等と使用する動画撮影用カメラ等の通信状況について確認

を行わなければならない。 

（2）確認箇所の把握 

受注者は遠隔確認に先立ち、監督職員等が確認箇所の位置を把握するために映像によ

り確認箇所周辺の状況を伝えなければならない。 

（3）確認の実施 

受注者は、「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」などの必要な情報に

ついて適宜電子黒板等を用いて表示する。 

受注者は必要な情報を冒頭で読み上げ、監督職員等から実施項目の確認を得ること。
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確認終了時には、確認箇所の内容を読み上げ、監督職員等による結果の確認を得ること。 

（４）結果の報告 

受注者は、遠隔臨場を実施した記録（監督職員の確認を受けた記録）として、実施状

況写真を下記の例を参考に撮影（1 枚程度）すること。 

〔実施記録の方法（参考）〕 

方法① ビデオ通話アプリで監督職員等の映像を表示させた状態でスクリーンキャプ

チャする。 

方法② ビデオ通話アプリで監督職員等の映像を表示させた状態の端末を含めた写真

を撮影する。 

４ 遠隔確認の記録と保存 

受注者は、遠隔確認の映像と音声を配信するのみであり、記録と保存を行う必要はな

い。 

ただし、現場技術員が遠隔確認を行った結果は、使用するパソコンにて遠隔確認の映

像（実施状況）を画面キャプチャ（パソコンの画面表示を静止画像として保存）等で記

録し、情報共有システム（ＡＳＰ）等を活用して監督職員に提出する。 

５ 留意事項 

遠隔確認の活用に際しては、以下に留意すること。 

（1）受注者は、被撮影者である当該工事現場の作業員に対して、撮影の目的、用途等を

説明し、承諾を得ること。 

（2）ウェアラブルカメラ等を作業員に装着させて長時間撮影する場合、作業員のプライ

バシーを侵害する音声情報が含まれる可能性があるため留意すること。 

（3）受注者は、施工現場外ができる限り映り込まないように留意すること。 

（4）受注者は、公的ではない建物の内部等見られることが予定されていない場所が映り

込み、人物が映っている場合は人物の特定ができないよう加工すること。 

（5）受発注者は、記録ファイルを当該工事関係者以外の多数の者への研修資料等に利用

する場合には被撮影者の承諾を得るか、人物の特定ができないよう加工すること。 

（6）動画撮影用カメラの使用は意識が対象物に集中し、足下への注意が薄れたり、カメ

ラの保持・操作のために両手が塞がることにより、転倒等の事故につながる場合があ

る。そのため撮影しながら移動する場合は進行方向の段差・障害物の有無を確認する

など、安全対策に留意すること。 

（7）電波状況等により遠隔確認が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で

協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等

の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。 

（8）本要領によりがたい場合は、適宜受発注者間で協議すること。 

６ 積算 

（1）積算方法 

遠隔確認に使用する機器等は原則リースとし、その費用は工事実施に必要な施工管理
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費用（技術管理費）として見積徴収して全て計上する。 

計上に当たっては、現場管理費率や一般管理費率による計算の対象外とするため「一

括計上価格」とする。 

やむを得ず機器等の購入が必要な場合はその購入費に対して機器等の耐用年数に使用

期間割合を乗じた金額を計上する。また、受注者が所有する機器等を使用する場合も同

様とする。 

なお、発注者が所有する機器等を使用する場合は受発注者間で費用を協議することと

し、追加で必要となる費用を計上する。 

（2）機器等の耐用年数 

代表的な機器等の耐用年数については表-3 のとおりであるが、これによりがたい場合

は受発注者間で協議して決定する。 

表-3 代表的な機器の耐用年数 

機器等の名称 耐用年数 

カメラ、ネットワークオペレーティングシステム、アプリケーションソフト 5 年 

ハブ、ルーター、リピーター、LAN ボード 10 年 

※ 国税庁ホームページ公表資料から引用 

7 付則 

この要領は、令和 6 年 8 月 1 日から施行する。 


